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報 道 資 料 
 

令和８年３月１３日 
 

１ 件  名  年度末・年度始めの臨時窓口業務の実施について 

２ 日  時 
 ３月２９日、４月５日＜日曜日８時３０分から１２時まで＞ 
 ３月３１日、４月１日、２日、３日＜平日１９時まで＞ 

３ 場  所  山口市役所本庁舎（山口総合支所）、小郡総合支所 

  
４ 内  容 

  市民の皆様の利便性を図るため、窓口が混み合う３月下旬から４月上旬にかけ、

平日の時間外と日曜日に窓口受付を実施します。 

 
〇期間及び時間 
  令和８年３月２９日、４月５日 ＜日曜日の８時３０分から１２時＞ 
  令和８年３月３１日、４月１日、２日、３日 ＜平日の１９時まで＞ 
  ※ ３月３０日（月）、４月４日（土）は実施しません。 

 〇場所 
   山口市役所本庁舎（山口総合支所） 
   小郡総合支所 
 〇内容 
   別紙のとおり（主に転出・転入の際に必要な手続き）  
  

５ 出 席 者    

６ 問い合わせ 
 地域生活部 総合窓口課 窓口サービス担当 
 ℡ ０８３－９３４－４１４６ 

 

（様式１） 






